






































「特区理学療法士」・「特区作業療法士」資格の創設

１ 提案の概要（庁内提案）
○ 高齢化の進展やそれに伴う健康志向への高まりを踏まえ、現在、医師の指示
により身体又は精神に障害のある方に対してリハビリなどの理学療法・作業療
法を行っている理学療法士・作業療法士に対し、北海道知事が認める専門的な
教育を修めることにより、「特区理学療法士」、「特区作業療法士」という新た
な資格名を使用することを認め、理学療法士・作業療法士のスキルを生かし、
健常者を対象にした高度な健康サービスを提供しようとするもの。

〈特区提案のねらい〉
１ 医療スキルを活かした質の高いサービスの提供
２ 法令において積極的に位置付けることで、地域の行政機関や関係団体の取組
の動機付けとする

３ 質の高いサービスの前提として、
（１）一人ひとりの機能評価・分析とそれに応じたプログラムの作成等
（２）地域で健康づくりのコーディネート等の推進を行い得るスキルアップのた

めの専門的な教育を実施する

高齢化や人口減少が進む地域においても持続的な取組の実現

２ 提案検討委員会での審議状況
■ 第 26回検討委員会（H20.12.12）
○ 提案部である経済部から「地域における理学療法士及び作業療法士の業務
領域の拡大」について説明及び審議

■ 第 28回検討委員会（H21.2.20）
○ 継続審議

■ 第 29回検討委員会（H21.3.17）
○ 経済部から「地域における理学療法士及び作業療法士の業務領域の明確化」
について説明及び審議

■ 第 30回検討委員会（H21.3.30）
○ 経済部から『「特区理学療法士」・「特区作業療法士」資格の創設』につい
て説明及び審議
→ 委員の意見が分かれていることから、第 4回答申には盛り込まないこと
で整理。

■ 第 32回検討委員会（H21.7.27）
○ この案件の取扱いについて審議
→ 「第 5 回答申に向け前向きに検討する。」ということを次期委員会に申
し送ることで整理。



３ 委員会での主な意見
＜第 4回答申に盛り込むことに積極的な意見＞
○ 新たな資格制度を設けることで特区提案になじむ。
○ 新しい付加価値をつけるものであり、新たなビジネスの創出につながる。
○ 既存の柔道整復師などと重なる部分もあるが、利用者にとっては選択肢が
増える。

＜第 4回答申に盛り込むことに慎重な意見＞
○ 地域におけるニーズ、事業性があるのか不明。
○ 今まで自由にできたことが新たな資格制度を設けることで、かえって法の
枠をはめることになるのではないか。

○ 現行法規の中でも対応可能ではないか。

意見が分かれたことから第 4回答申には盛り込まないが、経済部ではモデ
ル事業を実施し、事業性等の確認を行うこととしていることなどから、「第
５回答申に向けて前向きに検討する。」ということを次期委員会に申し送る
ことで合意。

４ 事業性等の検証と今後の提案の取扱いについて

〈事業性等の検証〉
■モデル事業の実施（H21.7～H23.3)
○高齢者の健康づくり（ひざイタ予防）教室の実施
（事業実施者：(株)アフィオ）
○メディカルトレイル可能性調査と試行
（事業実施者：ＮＰＯ法人あうるず）
○高齢者の冬季の健康生活づくりの試行
（事業実施者：NPO法人グラウンドワーク西神楽）

■人材育成(H21.7～H22.12)
○高齢者の健康づくりプログラムの開発と地域での実践人材の育成
（事業実施者：札幌医科大学）

〈理学療法士会の意見（H22.10.15）〉
○起業は今後増えてくる。最近は修了後すぐに起業を希望するなどの動きが出て
きている。
○現状では資格者同士の力量の差が見えにくいので、差別化を目的に「特区理学療法士」
の資格を目指す者は多いと思う。

〈今後の提案の取り扱いについて〉
■現在、モデル事業を実施し、事業性の検証や事業化に向けた課題の整理を行っていると
ころであるため、事業性等の検証と提案事項の再精査が終了後、新年度に改めて審議を
お願いしたい。（第６回以降の答申）




